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論 文

Affirmative Action の意味（1）
――Affirmative Action はどのように翻訳すべきか――

Meaning of Affirmative Action: 
How Affirmative Action Should Be Translated [Part I]

茂木 洋平
桐蔭横浜大学法学部

（2022 年 1 月 27 日　受理）

Ⅰ．はじめに

１．問題の所在
本稿の目的は、アメリカ合衆国における

Affirmative Action（AA）1）に如何なる訳語
を当てるべきかを明かにするところにある。
AA の 1 つの性質として、対象者に対して社
会的資源を付与し、対象外の者に対して社会
的資源を喪失させる、あるいはその獲得のハ
ードルを高めることが挙げられる。AA は主
に人種問題を対象に行われており、人種グル
ープ間の政治的対立を生じさせた 2）。AAは合
衆国市民に対して最も不和をもたらす問題だ
と認識されており 3）、大きな政治的社会的争
点となっていた 4）。

合衆国において、AA は人種差別（人種グ
ループ間の社会経済的格差）を解消する施策
として登場したと理解されている 5）。マイノ
リティの社会経済的に不利な状況は差別の影
響（差別によってマジョリティが社会的資源
を獲得し、マイノリティがそれを喪失する）
によって生じたという理解に基づいて、AA
は人種を理由に対象者（マイノリティ）に社

会的資源を付与し、対象外の者（マジョリテ
ィ）にその負担を負わせると理解されてき
た 6）。AA は、従来の差別とは逆の形式をとっ
ている 7）。AAは実質的平等を実現するために
不平等な手段をとるという自己矛盾的な性質
を内包しており 8）、「差別解消のための差別行
為」とも称されている 9）。このような平等の
ための差別という AA の逆説的性質 10）への純
粋な理論的な関心から、日本の学説は外国法
研究として AA を取り上げてきた。他方、
それにとどまらず、日本社会の内部に差別の
害が蓄積しているという認識から、アファー
マティブ・アクションの導入の検討には合理
性があり 11）、それが採用可能だと主張され
た 12）。日本では男女共同参画の分野でアファ
ーマティブ・アクションが導入されており、
それは合衆国の AA や欧州の Positive Ac-
tion を参照したとされる 13）。日本の学説では、
日本のアファーマティブ・アクションの制度
設計のために、合衆国の AA の研究が盛ん
に行われてきた。

AA の訳語としては、直訳的に「積極的措
置」14）や「肯定的活動」15）、「積極的行動計画」16）

が見られるが、これらに対しては、AA が差
別解消策であるとの認識に基づいて、誤訳だ

桐蔭論叢 第 46 号（2022 年 6 月）

Mogi Yohei: Associate Professor, Faculty of Law, Toin University of Yokohama 



茂木 洋平

6

と主張されている 17）。
AA という言葉自体には差別・救済・是正

という言葉は含まれていないが、AA は人種
差別を解消するための施策であるとの理解か
ら、日本の学説は「積極的救済策」18）、「差別
撤廃措置」19）、「差別解消策」20）、「積極的差別解
消策」21）、「積極的差別解消措置」22）、「積極的是
正行為」23）、「積極的差別是正行為」24）、「積極的
差別是正措置」25）、「積極的平等施策」26）、「差別
矯正政策」27）、「積極的平等化行為」28）という訳
がなされた。この他、AA がマイノリティに
一定の優先を与えるという理解に基づいて 29）、

「優遇措置」30）や「優先処遇」31）と訳されてい
る。AA は被差別グループへの実質的平等の
保障を目的としているとの理解から、積極的
という語を加えて、積極的優遇措置という訳
もなされている 32）。また、AA が人種間の社
会経済的格差の是正を目的としているという
理解から 33）、「積極的格差是正措置」34）や「積極
的格差改善措置」という訳もなされている 35）。

AA には多くの訳語が存在し、同じ論者が
複数の訳語を用いることもあり、定訳はない。
それぞれの訳語には「積極的」、差別の「救
済」「是正」「解消」、「平等」、「格差是正」と
いった語が用いられており、それらの翻訳は
AA についての共通した理解に基づくと考え
られる。即ち、AA は過去の差別を救済する
施策であり 36）、その目的は人種差別の弊害に
苦しむ人々の救済にあるという理解 37）である。
日本の学説には、AA は被差別グループに社
会的資源をもたらすことで 38）、マイノリティ
の社会経済的地位の向上を目指しており 39）、
歴史的に形成された構造的差別を解消するた
めの施策である 40）という認識がある。しかし、
合衆国の判例と学説の議論を検討すると、日
本の学説の AA の理解が当てはまる側面は
あるものの、AA はそうした理解では捉えき
れないところがある。以下、この点を明かに
するために、AA に関する合衆国の判例と学
説の議論を検討する。

２．構成
本稿は以下のように考察を進める。AA は

差別の救済を目的として登場したのであり、
AA と差別の救済との関連を検討する（Ⅱ）。
AA の正当化理由は差別の救済から多様性へ
と移り、その性質は変化しており、AA の性
質の変容を考察する（Ⅲ）。AA の性質の変
化により、AA はマジョリティが社会的資源
を獲得するために用いられ、社会経済的に不
利な状況にあるマイノリティが不利益を受け
る場合があるが、合衆国最高裁はこうした性
質を考慮してもなお、人種的統合の達成を理
由に AA を正当化してきた。AA と統合をめ
ぐる議論を検討する（Ⅳ）。最後に、議論を
まとめる（Ⅴ）。

Ⅱ．差別の救済のための Affirmative 
Action

１．救済の必要性
黒人には奴隷制という特有の差別経験があ

り 41）、それが社会的資源の獲得を妨げたとさ
れる 42）。奴隷制による悪影響が主たる原因と
なり 43）、様々な分野の指導的な地位で黒人は
過少代表となった 44）。特有の被差別経験によ
って黒人は不利な資質形成環境に置かれ 45）、
合衆国の主流への参入は困難だと認識されて
いた 46）。

黒人が社会経済的に低い地位に置かれるこ
とで、黒人の資質が劣っているという偏見が
生じた 47）。指導的な地位で黒人が過少代表で
あるのは、生来的に能力が劣り、社会で成功
するために必要な主流の文化の習得ができて
いないためだと主張された 48）。また、過少代
表の原因は、マジョリティと比べて黒人の認
知能力が劣っているところにあるとも説明さ
れた 49）。

市民権運動の擁護者はマイノリティに対す
る差別を禁止し、人種的中立性を指向する社
会の実現を目指していた 50）。しかし、市民権
運動によって人種差別的な法制度が廃止され
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た後も、黒人に対する偏見や差別は残存して
おり 51）、人種中立的な法制度を実施するだけ
では人種間の格差は固定化し 52）、人種差別の
弊害（グループ間の社会経済的格差）を再生
産し続けることになる 53）。

AA を支持する見解では、そのような社会
では黒人に対して AA によって社会的資源
を分配しなければ平等は達成されず 54）、人種
間の格差の自然的治癒は不可能だと考えられ
た 55）。偏見が様々な分野への黒人の進出の足
枷となっており 56）、それを取り払わなければ、
黒人が主流へと入っていくことはできないと
された 57）。偏見は黒人に対して価値を切り下
げており 58）、それは是正されなければなら
ず 59）、黒人の社会経済的に不利な状況を放置
することは修正第 14 条の原意に反すると主
張された 60）。

２．黒人に対する救済
裁判所と立法者が 1960 年代にはじめて人

種を意識する救済を作り出したとき、黒人が
人口の約 10% を構成し、白人が 90% 近くで
あり、合衆国は黒人と白人の社会として考え
られていた 61）。当時から合衆国には多様なグ
ループが存在しており、実際には、1960 年
代においても、黒人と白人の二分法は幻想で
あった 62）。しかし、1960 年代の現状について

「我が国は分離され不平等な 2 つの社会（1
つは黒人、1 つは白人）に向かっている」と
評価されており 63）、伝統的な市民権法の学説
では白人と黒人の二分法が浸透していた 64）。

1960 年の時点で黒人はマイノリティの人
口の 96% を構成しており 65）、合衆国には被差
別のマイノリティが無数にいたが、黒人はそ
れなりの規模のある唯一の人種的マイノリテ
ィであった 66）。AA が開始された当初、AA
は単一のマイノリティ（黒人）に機会を付与
し 67）、社会的資源の獲得の競争における黒人
のスタートラインを白人と同じにするために
行われたのであり 68）、黒人を主たる対象とし
ていた 69）。黒人の社会経済的地位の低さの原
因はその特有の被差別経験だと認識されてお

り 70）、AA は黒人に対する差別の救済だと理
解され 71）、黒人に特有の問題（特有の被差別
経験から生じる社会経済的地位の低さ）を解
決する 1 つの方策として採用された 72）。AA
は歴史的に差別されてきたマイノリティを救
済するための施策であり 73）、差別を是正する
施策として理解できた。

３．マイノリティの多様化
1960～90 年代にかけて、移民や人種間の

出生率の差を受けて 74）、合衆国では人口構成
に占めるマイノリティの割合が大幅に増加し、
マイノリティの中でもヒスパニックが大幅に
増え、1990 年代初頭にはマイノリティに占
める黒人の割合は 50％程度にまで下がっ
た 75）。これにより、合衆国では、黒人だけが
考慮に値する規模を持つマイノリティではな
くなり 76）、白人と黒人の二分法で捉えられて
きた人種問題は複雑な様相を呈してきた 77）。
黒人以外にも合衆国は多くのマイノリティの
問題を抱えることになり 78）、それ以外のグル
ープを考慮する必要が出てきた 79）。合衆国に
流入した新たなマイノリティの社会経済的地
位が低いと、それらのグループの能力が劣っ
ていると考えられ 80）、それらのグループに対
する偏見を招き 81）、それを強め 82）、それから生
じる悪影響の克服は難しくなるとされる 83）。
偏見や固定観念はマイノリティに不利益をも
たらすため 84）、マイノリティは差別の影響か
ら積極的に保護する必要があると認識され
た 85）。

黒人以外のマイノリティの被差別の経験は、
AA の対象者として選抜されるに値する差別
と従属の悲惨な歴史を伴うとの主張がなされ
ていることが指摘されている 86）。各マイノリ
ティが社会経済的に低い地位にある原因は、
黒人と同じように、人種差別の歴史 87）と人種
主義にあるとされた 88）。しかし、すべてのマ
イノリティに被差別経験があるとしても 89）、
その程度や種類には差がある 90）。奴隷制のよ
うな黒人の被差別に匹敵するものはないとも
評価されており 91）、差別の救済を理由に AA
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を正当化しようとすると、黒人以外のマイノ
リティの AA への包含は難しくなる 92）。

４．差別の発生の防止
黒人以外のマイノリティに対して、差別の

救済を理由に AA の対象者とするのは難しい。
しかし、それらのグループの社会経済的に低
い地位を放置すると偏見が生じ、それにより
悪影響を受ける。それらのグループを AA
の対象者とするには、黒人とは異なる理由が
必要とされた。

従来、AA は過去の差別の救済を理由に正
当化されてきたが 93）、これに加えて、AA を
支持する見解は、差別の発生を防ぐために
AA が必要だと主張した 94）。合衆国最高裁で
は、多数の裁判官によって、マイノリティに
対する固定観念や偏見の打破が AA の正当
化理由として認められてきたが 95）、さらに、
合衆国最高裁の AA 支持派の裁判官たちは、
差別の発生を防ぐために AA が許容される
旨を述べている 96）。AA を支持する見解では、
修正第 14 条の原意は人種差別の防止にあ
り 97）、マイノリティに対する差別の防止を要
求していると主張された 98）。AA は過去の差
別の弊害からマイノリティを救済する施策だ
と理解されてきたが 99）、それとともに将来の
差別を防ぐ手段でもあるとの主張が大勢を占
めている 100） 。

マイノリティに対する偏見は、それらのグ
ループが指導的な地位に占める割合が少なく、
社会経済的に低い地位にあることから生じる

（Ⅲ１）。この発生を防ぐためには、各マイノ
リティが指導的な地位で一定の割合を占める
必要があると主張されている 101）。修正第 14
条はマイノリティを不利な状況に置く法制度
を禁止していることは明確だが、差別が発生
しないように、マイノリティに社会的資源を
分配する必要があるとされる 102）。

AA に肯定的な見解は、AA によって指導
的な地位に占めるマイノリティの割合が増え
ると、マイノリティが劣った存在であるとい
う偏見が縮減されるとする 103）。また、各マイ

ノリティが十分な社会的資源を得ていないと、
それらのグループは合衆国で疎外されている
と考えるが 104）、それを十分に得ると、各マイ
ノリティは自身が排除されていないと感じる
ようになるとされる 105）。AA は固定観念や偏
見をなくすために行われるとされ 106）、その見
解を支持するために、指導的な地位へのマイ
ノリティの包含が固定観念や偏見を縮減させ
ることを示す社会学的証拠が援用された 107）。
AA は、将来的に差別の標的にされる可能性
が高いグループに対して合理的な救済だと評
されている 108）。

AA は各マイノリティの社会経済的に低い
地位を改善し 109）、差別の発生を防ぐために、
積極的に格差を是正するための措置として行
われると主張された。

Ⅲ．Affirmative Action の性質の変化

１．成功を収めたマイノリティの Affir-
mative Action の対象者からの排除

日系や中国系は合衆国で法的な差別を受け
てきたため 110）、AA の対象者となりうるので
あり 111）、AA によって補償を受ける資格があ
ると主張される 112）。他方で、それらのグルー
プは AA がなくとも社会経済的に比較的成
功を収めており、合衆国ではこれらのグルー
プは「モデルとなるマイノリティ」だという
考え方が浸透した 113）。それらのグループは
AA がなくとも社会経済的に成功を収めるこ
とができるとの認識から、それらのグループ
には AA は不要だと主張する見解が見られ
る 114）。

大学の入学者選抜の担当者は、人口統計に
基づいて、何らかの理想的な人種的均衡を念
頭に置いており 115）、合衆国の最上位の学校の
入学者選抜の担当者は、アジア系の一部のグ
ループ（日系や中国系など）は上位の高等教
育機関の入学者枠の獲得で驚異的な成功を収
めている状況を懸念した 116）。日系や中国系ア
メリカ人は、AA がなくとも上位の高等教育
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機関に合格でき 117）、AA が終了すると、上位
の高等教育機関の学生構成はマジョリティと
一定のアジア系に占められると予測されてい
た 118）。

カリフォルニア大学バークレイ校、同ロサ
ンゼルス校、スタンフォード大学などの上位
の高等教育機関ではアジア系アメリカ人が人
口に占める割合と比べて過剰代表であること
から 119）、アジア系のすべてのグループが AA
の対象者から外されていた 120）。1960年代には
アジア系アメリカ人は AA の対象者とされ
ることが多かったが 121）、その後は上位の高等
教育機関の学生に占めるアジア系の割合が過
剰代表であると判断され、AA の対象から外
されていき 122）、1990 年代には、アジア系アメ
リカ人が AA の対象者とされることはほと
んどなくなったとも評されている 123）。日系や
中国系などの成功を収めたマイノリティは上
位の教育機関で過剰代表であることから、
AA の対象者に値しないと考えられ 124）、AA
の対象者から外された 125）。

希少な社会的資源（上位の教育機関の入学
枠）が有限である以上、上位の教育機関の入
学者選抜における AA によって他のマイノ
リティに枠が与えられることで 126）、成功を収
めたマイノリティは社会的資源の分配（上位
の教育機関の入学枠）を減らされた 127）。成功
を収めたマイノリティは AA によって社会
的資源獲得のハードルを高くされており 128）、
AA の犠牲者であり 129）、不当に差別されてい
るとも主張されている 130）。AA はマイノリテ
ィに対する優遇措置であり 131）、マジョリティ
の平等権を侵していないのかが問題となると
理解されてきたが 132） 、このような AA の理
解は崩れている。

AA を肯定する見解では、人種差別によっ
てマイノリティは共通の関心を抱いてお
り 133）、AA はマイノリティ全体に対する固定
観念や偏見を縮減するため 134）、AA によって
社会的資源を喪失したグループに対しても、
AA は有益だとされる 135）。この議論は AA に
よって生じる「乗数効果」に依拠してお

り 136）、マイノリティ全体の社会経済的地位が
向上することで、マイノリティ全体に対する
差別が縮減し、社会的資源を喪失したグルー
プに対しても利益が及ぼされることを理由に、
AA を正当化している 137）。AA が成功を収め
たマイノリティに対して社会的資源の獲得の
ハードルを高め、それを喪失させたとしても、
それらのグループは上位の教育機関で一定の
割合を占めており、それらのグループの資格
が劣るという考えは生じない 138）。そして、
AA がマイノリティ全体の社会経済的地位を
向上させることから、AA は偏見や固定観念
の発生を防ぎ、積極的に格差を是正している
と捉えることができる。

２．多様性の理論と差別の救済との関連
従来、AA は差別の救済を理由に正当化さ

れてきたが、マジョリティ（白人）とマイノ
リティとの社会経済的格差の原因が差別だと
証明するのは難しく 139）、AA の正当化理由は
多様性へと移行した 140）。多様性の理論は、多
様性から生じる利益が費用を上回る場合に
AA を正当化しており 141）、過去の出来事とは
関係なく 142）、将来指向だと指摘されている 143）。
多様性から生じる利益によって AA を正当
化する場合、差別の実施者や犠牲者が特定さ
れなくとも人種の考慮が許される 144）。多様性
は、差別の認定がなくとも AA を正当化で
きるため、被差別の歴史のないマイノリティ
を AA に包含できる 145）。黒人以外のマイノリ
ティの人種的不均衡を是正するために、多様
性の価値が必要とされた 146）。

しかし、多様性の理論を純粋に社会効用論
として理解した場合、人種的不均衡が拡大し
た方が社会に利益をもたらすときには、マイ
ノリティの排除が正当化される 147）。故に、多
様性の価値は差別の救済を抜きにして人種を
考慮すべきではなく 148）、それと結びつけるべ
きとの主張がなされてきた 149）。多様性により
AA を正当化する見解には、差別の是正が組
込まれている旨が指摘されてきた 150）。合衆国
最高裁は、様々な場面で人種が未だに重要だ
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と認識し 151）、多様性の欠如はマイノリティへ
の差別から生じているという見解に基づい
て 152）、多様性の利益によって差別の影響が是
正されるとして 153）、多様性の理論によるマイ
ノリティの包含を許容した 154）。合衆国最高裁
は、多様性を差別の救済と結び付けていたと
評されている 155）。
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